
   伊勢原市建設工事総合評価方式の入札に係る低入札価格調査制度試行要領 

 （趣旨）  

第１条 この要領は、伊勢原市が発注する建設工事の総合評価方式の入札において、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０の２第２項に規定する、落

札者となるべき者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適

合した履行がされないおそれがあるか否かを判断するために実施する調査（以下「低入

札価格調査」という。）の試行について必要な事項を定めるものとする。 

 （定義）  

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 調査基準価格 第６条の規定により決定する価格をいう。 

(2) 失格基準価格 第７条第１項の規定により決定する価格をいう。 

(3) 第１順位者 入札価格が失格基準価格以上予定価格以下であり、かつ、総合評価方式

による入札案件おける評価値（次号において「評価値」という。）が最も高い者をいう。 

(4) 次順位者 第１順位者を除く入札参加者のうち、入札価格が失格基準価格以上予定価

格以下であり、かつ、評価値が最も高い者をいう。 

 （対象案件）  

第３条 低入札価格調査の対象とする案件は、総合評価方式により執行する工事請負の入

札とする。  

 （調査委員会）  

第４条 低入札価格調査を行うため、低入札価格調査委員会（以下「調査委員会」という。）

を設置する。 

２ 調査委員会は、工事検査主管課長、工事検査主管係長、当該工事主管課長、当該工事

主管係長及び当該工事の監督員をもって構成するものとする。 

３ 調査委員会の委員長（以下「委員長」という。）は、工事検査主管課長をもって充てる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員等の出席を求め、その意見又は説明

を聴くことができる。 

５ 調査委員会の事務局は、契約主管課に置く。 

 （調査の対象及び実施）  

第５条 第３条に規定する契約案件を発注するときは、調査基準価格を設定する。 

２ 調査委員会は、失格基準価格以上調査基準価格未満で入札を行った者が第１順位者で

あるときは、低入札価格調査を実施するものとする。 

 （調査基準価格の算定方法）  

第６条 調査基準価格は、予定価格の算出の基礎となった設計書に基づき、次に掲げる額

の合計額からスクラップ評価額に係る控除をして１万円未満を切り捨てた額とする。た

だし、これにより算出した額が入札比較価格（予定価格から消費税及び地方消費税に相



当する額を除いたものをいう。以下同じ。）に１０分の９．２を乗じて１万円未満を切り

捨てた額を超える場合にあっては入札比較価格に１０分の９．２を乗じて１万円未満を

切り捨てた額とし、入札比較価格に１０分の７．５を乗じて１円未満を切り捨てた額に

満たない場合にあっては入札比較価格に１０分の７．５を乗じて１円未満を切り捨てた

額とする。 

(1) 直接工事費に１０分の９．７を乗じて得た額 

(2) 共通仮設費に１０分の９を乗じて得た額 

(3) 現場管理費に１０分の９を乗じて得た額 

(4) 一般管理費に１０分の６．８を乗じて得た額  

２ 前項の規定にかかわらず、工事の性質上必要と認めるときは、入札比較価格に１０分

の７．５から１０分の９．２までの範囲内で定めた数値を乗じて得た額を調査基準価格

とする。 

 （失格基準価格）  

第７条 失格基準価格は、当該対象工事において算出した調査基準価格に１０分の９．５

を乗じて１万円未満を切り捨てた額とする。 

２ 失格基準価格を下回る価格で入札が行われたときは、当該入札参加者を失格とする。 

 （落札者決定の保留）  

第８条 契約主管課長は、入札の結果、低入札価格調査を実施する場合には、落札者の決

定を保留する。 

 （低入札価格調査の実施）  

第９条 調査委員会は、次に掲げる事項について低入札価格調査を実施するものとする。

ただし、調査委員会が不要と認めた事項については、この限りでない。 

(1) 当該価格で入札した理由 

(2) 入札価格の積算内訳 

(3) 手持資材の状況、資材購入先（リースを含む）及び購入先との関係 

(4) 手持機械数及び機械リース元の関係 

(5) 現場代理人、技術者その他労務者の具体的供給見通し 

(6) 下請負契約の予定の有無及び下請負会社名等 

(7) その他必要な事項 

２ 調査については、原則、第１順位者から行い、第１順位者の調査後、その結果に応じ

て次順位者以降の者について低入札価格調査を行うものとする。この場合において、次々

順位者以降の者は、次順位者と同様の方法により決定するものとする。 

３ 前項の場合において、当該順位者を決定する際に評価値の最も高い者が２者以上ある

ときは、伊勢原市契約規則（平成元年伊勢原市規則第１１号）第２３条の規定に基づき

くじにより落札候補者を決めるものとする。 

４ 低入札価格調査の対象者（以下「調査対象者」という。）は、調査実施の通知があった



ときは、指定した日までに第１項に掲げる事項に係る資料（以下「確認資料」という。）

を提出しなければならない。 

 （適正な履行がされないおそれがあるか否かの判断及び調査結果の報告）  

第１０条 調査委員会は、確認資料の提出後、速やかに当該契約の内容に適合した履行が

されないおそれがあるか否かの判断をするものとする。 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該契約の内容に適合した履行がさ

れないおそれがあるものと判断するものとする。 

(1) 当該積算内訳の算出根拠が適正でないことが明らかな場合 

(2) 当該契約に係る見積数量が適正でないことが明らかな場合 

(3) 当該契約に係る材料等について品質又は規格が適正でないことが明らかな場合 

(4) 調査対象者が調査に協力しない場合又は確認資料を期日までに提出しない場合 

(5) 前各号に掲げるもののほか、確認資料の内容から当該契約の内容に適合した履行がさ

れないおそれが認められる場合 

３ 調査委員会は、調査において必要がある場合は、調査対象者に対する事情聴取及び関

係機関に対する照会を行うことができる。 

４ 調査委員会は、第１項に規定する判断をしたときは、遅滞なく契約主管課長に報告す

るものとする。 

 （失格者の決定及び通知）  

第１１条 契約主管課長は、調査対象者が当該契約の内容に適合した履行がされないおそ

れがあるものと判断されたときは、当該調査対象者を失格とするものとする。 

 （虚偽説明等への対応）  

第１２条 市長は、落札者の決定後、落札者が虚偽の確認資料の提出又は虚偽の説明を行

ったことが明らかとなった場合は、伊勢原市競争入札参加資格停止等措置要領（平成元

年伊勢原市告示第２６号）の規定に基づき停止措置等の措置を講じるものとする。 

 （公表）  

第１３条 低入札価格調査を適用しようとするときは、入札の公告においてその旨を記載

するものとする。 

２ 第６条の規定により算出した調査基準価格及び第７条第１項の規定により算出した失

格基準価格は、落札者決定後に公表するものとする。 

   附 則 

 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 


